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千葉県トライアスロン連合（ＣＴＵ）主催 
審判講習会（兼 トライアスロンルール講習会）の開催について 

 
 
日頃、千葉県トライアスロン連合の活動にご協力いただきありがとうございます。 
さてこのたび、『審判講習会（兼 トライアスロンルール講習会）』を開催することになりました。 
この講習会は、トライアスロンのルールをより正確に理解していただくことを通して、これから開催さ

れる大会を、みんなで安全で快適なレースにしていくことを目的としています。 
そのため、審判員だけでなく一般の競技者の方にも参加していただきたいと考えています。 
下記の要領で実施いたしますので、一人でも多くの方に参加していただきたく存じます。 
 

記 
 
日  時：2011年6月19日(日）13:30-17:30 
 
場  所：イオン稲毛店 4F会議室 
      千葉県千葉市稲毛区小仲台1-4-20 
      地図はこちら 

http://sp.chizumaru.com/dbh/aeon/detailmap.aspx?account=aeon&accmd=0&bid
=10560280 

 
対 象 者：ＣＴＵ一般会員および審判資格保有者 
      ・2011年度の会費を納入していること 
       （未納の場合は、別途事前に納入してください） 
 
講習内容：ＪＴＵ競技規則や実際の競技中に発生したことについて、討論を行う。 
 
講  師：ＣＴＵ技術委員会および審判資格者 
 
参加費用：500円 
 
     ※ルールブックを一冊９００円で販売します。 
     ※公認審判員３種新規取得および１～３種更新の場合は、別途４５００円が必要です。 
 
参加申込：参加希望者は①氏名、②会員番号、③e-mailアドレス、④電話番号を 
     ＣＴＵ技術委員会 小田まで、e-mailまたはFaxにて送ってください。 
 
     ※審判資格者で既に別途「2011年開催大会の審判員協力等の参加予定確認」にて参加回答 
      いただいている場合は、更に申込みの必要はありません。 
 
     ※公認審判員３種新規取得希望者および１～３種更新の希望者につきましては、 
      「公認審判員３種新規および１～３種更新について」もお読みください。 
       

http://sp.chizumaru.com/dbh/aeon/detailmap.aspx?account=aeon&accmd=0&bid=10560280�


 
そ の 他：当日は、講習会のあと懇親会（費用別途実費徴収）を予定しています。 
 
 
【お申込み・お問い合わせ】 
 
     千葉県トライアスロン連合 技術委員長 
     小田 英男 
 
       E-Mail：hideoda@ruby.plala.or.jp 
       Fax：047-331-4122 
       携帯電話：090-5390-4417 
       〒271-0061 千葉県松戸市栄町西１－７６４－６ 
 
 

【次ページ：「公認審判員３種新規および１～３種更新について」】 
 



「公認審判員３種新規および１～３種更新について」 

 
 
今回の講習会を受講することで、次のことが認められます。 
 
 
【３種新規希望者】 
 
  この講習会のあとの理解度確認テストに合格すれば、 
  ｢公認審判員３種」を認定します。 
 
  ・認定費用は４５００円です。 
  ・事前に「日本トライアスロン連合公認審判員申請書」に必要事項を記入し 
   提出してください。  
  ・写真（縦４cm×横３cm）２枚が必要です。そのうち１枚は申請書に貼り付け、 
   もう１枚は資格証に貼るので裏面に氏名を記入して、申請書と共に提出してください。 
  ・資格の有効期間は2011年6月19日から2015年3月31日までとなります。 
 
 
【２種、３種の資格保有者で有効期限が2011年3月31日の方 

（＝今年更新期限を迎えてしまった方）】 
  この講習会を受講することで、原則更新を認定します。 
  （最近の実際の審判業務従事の記録を確認します） 
 
  ただし、２種更新につきましては、今年２月に実施した更新講習と同様、 
  『審判員としての想い』『あなたが協力した大会における失敗及び反省』 
  『大会の改善例・案』の３課題の中から１課題のレポートを１０００字 
  程度にまとめ、事前に提出してください。 
   提出先：小田（メール推奨） ６月１７日必着。 
 
  ・更新費用は４５００円です。 
  ・事前に「日本トライアスロン連合公認審判員申請書」に必要事項を記入し 
   提出してください。  
  ・写真（縦４cm×横３cm）２枚が必要です。そのうち１枚は申請書に貼り付け、 
   もう１枚は資格証に貼るので裏面に氏名を記入して、申請書と共に提出してください。 
  ・更新資格の有効期間は2011年4月1日から2015年3月31日までとなります。   
 
 
【２種、３種の資格保有者で有効期限が2012年3月31日の方（＝来年更新期限を迎える方）】 
 
  この講習会を受講することで、次回更新時の更新講習受講の要件は免除します。 
  （更新時に直近の実際の審判業務従事の記録を確認します）    
 
  また今回、『審判員としての想い』『あなたが協力した大会における失敗及び反省』 



  『大会の改善例・案』の３課題の中から１課題のレポートを１０００字程度に 
  まとめ、事前に提出していただければ、更新時のレポートも免除します。 
   提出先：小田（メール推奨） ６月１７日必着。 
 
  ・今回は更新とはなりませんので認定費用、申請書等は不要です。 
   （更新時に納入、提出していただきます） 
 
 
【２種上級の１種への更新、１種の更新】 
 
  この講習会を受講することで、原則更新を認定します。 
  （最近の実際の審判業務従事の記録を確認します） 
 
  ・更新費用は４５００円です。 
  ・事前に「日本トライアスロン連合公認審判員申請書」に必要事項を記入し 
   提出してください。  
  ・写真（縦４cm×横３cm）２枚が必要です。そのうち１枚は申請書に貼り付け、 
   もう１枚は資格証に貼るので裏面に氏名を記入して、申請書と共に提出してください。 
  ・１種更新はＪＴＵが理事会の承認が必要なので、有効期間等はその承認に準じます。 
 
 

 
 
 
 
 

【次ページ：「日本トライアスロン連合公認審判員申請書」】 

対 象者区分    参加費   認定・更新
費用

申請書
(p.5）

の記入

写真

(4× 3cm)
事前

レポート
(6/17必着)

備考

CTU一般会員 － － － －

3種新規希望者 2枚 －

2種、3種更新希望者 －
有効期限が
2011年3月31日

2種、3種有効期限内の者 －
有効期限が
2012年3月31日

2種上級の1種への更新
1種の更新

2枚 －

500円

4500円 要 要




